
　令
和
4
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申
告
、
令
和
5
年
度
の
市

県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
人
は
、
日
時
や
必
要
書
類
を
確
認

し
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　申
告
書
は
郵
送
で
提
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
で
き
る
だ
け
郵
送

で
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　来
庁
す
る
場
合
は
、
症
状
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
来
庁
前

の
検
温
、
当
日
の
マ
ス
ク
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

発
熱
な
ど
風
邪
の
症
状
が
あ
る
場
合
に
は
、
来
庁
を
控
え
て

く
だ
さ
い
。

会
場
▼
□本 

2
0
1
・
2
0
2
会
議
室
、
□松 

基
幹
集
落
セ
ン

タ
ー
研
修
室
　

期
間
▼
2
月
14
日（
火
）〜
3
月
15
日（
水
）

※
土
日
・
祝
日
を
除
く

受
付
時
間
▼
午
前
9
時
〜
午
後
4
時

そ
の
他
▼
簡
易
な
も
の
に
限
り
確
定
申
告
の
受
付
を
行
い
ま

す
が
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
は
高
崎
税
務
署
確
定

申
告
会
場（
次
ペ
ー
ジ
参
照
）で
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

〇
青
色
申
告

〇
譲
渡
所
得（
土
地
・
建
物
・
株
式
な
ど
）

〇
外
国
為
替
証
拠
金
取
引（
F
X
）に
よ
る
所
得

〇
修
正
申
告
・
更
正
の
請
求

〇
初
回
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

〇
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
所
得

〇
山
林
所
得

※
右
記
以
外
に
も
、
高
崎
税
務
署
確
定
申
告
会
場
を
案
内
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い

日時・会場▶
①2月7日（火）午前9時30分～午後4時30分　□本 201会議室
②2月10日（金）午後0時30分～午後5時45分・2月11日（土・祝）午前10時30分～午後5時30分
　ヤマダデンキLABI1 LIFE SELECT高崎5階レストランフロア
対象▶給与所得があり医療費控除を受ける人・年末調整が済んでいない人・年金受給者
費用▶無料
申込み▶①は1月16日（月）～1月27日（金）②は1月20日（金）～2月1日（水）に電話で関東信越税理士会高崎支
部まで（☎027－361－7788）予約受付は午前10時～午後3時（正午～午後1時、土日・祝日を除く）
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては、中止になる場合があるのでご了承ください
※詳しくは関東信越税理士会高崎支部ホームページをご覧ください

所
得
税
の
確
定
申
告
と
市
県
民
税
の
申
告

安中市役所　☎027－382－1111 67 ＝本庁舎 ＝松井田庁舎 ＝谷津庁舎 ＝碓氷川クリーンセンター ＝スポーツセンター本 松 谷 ク ス

税の申告に必要な物

税理士による無料の確定申告相談

申告案内ハガキ（届いた人）、マイナンバーカードまたは通
知カード、身元確認書類（運転免許証など）
給与・公的年金の源泉徴収票
支払先から発行された支払通知書など
収支内訳書、決算書など
※収入と必要経費を科目ごとに集計してお持ちください

収入額がわかるもの（支払通知書・支払調書・買取証明書
など）、必要経費のわかるもの

国民年金保険料控除証明書、任意継続保険料の支払証明
書・領収書、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介
護保険料の納付額確認書・領収書

保険会社から発行された控除証明書

本人や扶養親族の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者
保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など
医療費控除の明細書、補てん金額がわかるもの、おむつ使
用証明書など
※領収書が提出不要になりました。「医療を受けた人」
「病院・薬局」ごとに金額をまとめて、医療費控除の明細
書に記入してお持ちください。
寄附した団体から発行された領収書・証明書

すべての人

給与・年金収入があった人
個人年金収入があった人
営業・農業・不動産収入が
あった人
シルバー人材センター配分
金・保険満期金・その他所
得があった人

社会保険料控除を受ける人

生命保険料控除を受ける人
地震保険料控除を受ける人

障害者控除を受ける人

医療費控除を受ける人

寄附金控除を受ける人

収
入
金
額
等
の
証
明
各
種
控
除
の
適
用
を
受
け
る
際
の
証
明

N
EW
S

税
務
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